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V.お わ りに

1.は じ め に

 本 稿 は,土 地 の 所 有 権 を め ぐる紛 争 の裁 判 記 録 を分析 す る こ とに よ って,ポ ナペ

(ポ ー ンペ イ)島 の土 地所 有 を 明 らか に しよ うとす る もの で あ る。

 ミク ロ ネ シア ・カ ロ リン群 島 の東 部 に位 置す る ポ ナペ 島 は,19世 紀 の は じめか ら西

洋 文 明 と頻 繁 に接 触 す る よ う にな り,そ の 後,ス ペ イ ン(1885-1899),ド イ ツ(1899-

1914),日 本(191-1945),ア メ リカ(1945-1986)と,つ ぎ つ ぎ に外 国 政 府 によ る統

治 を 受 け た1)。 ポ ナ ペ 島社 会 は こ う した外 国 との 接触 に よ って様 々な 影 響 を受 け て き

た。 本 稿 で検 討 す る≠ 地 所 有 に関 して も,ド ィ ッ政 庁 が土 地 の私 有 制 ・父 系 相続 とい

う,ポ ナペ の慣 習 とは異 な る制 度 を導 入 した。

 以 下 で は,Hで 伝 統 的 な土 地 所 有 とス ペ イ ン時 代 ま で の初 期 の 西洋 との 接触 に よ っ

て生 じた 変 化 に つ い て述 べ る2)。 皿で は,ド イ ッ,'日 本,ア メ リカの 統 治 下 で の土 地

に関 す る法 律 と,そ こで 生 じた土 地相 続 の実 態 につ い て述 べ る。 そ して,IVで は,ア

メ リカ時 代 に裁 判 所 で 審 理 され た土 地 の所 有 権 を め ぐる紛 争 を 記述 ・分析 して,島 民

の相 続 慣 行 と外 国統 治 下 の土 地 法 との 関係 を論 ず る こと にす る。

*国 立民族学博物館第4研 究部

この稿 を草するにあた り,広 島大学の清水昭俊氏か らいろいろとご教示いただいた。ま た,

奥野彦六郎の報告書 を参照することができたの も清水氏のご好意による。清水 氏に深 く感謝 申

し上げたい。

1)ポ ナペは他 の3つ の地域(ヤ ップ,ト ラック,コ シャエ)と ミクロネシア連邦を 結 成 し,

1986年 にアメ リカと自由連合関係を結んで,独 立への第一歩を歩 みは じめた。

2)ス ペイ ン時代 までの ポナペ島の一般的な状況については,既 に論 じたことがある[中 山1985,

1988]。
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L 伝統的な土地所有 と初期の西洋 との接触による変化

 西 洋社 会 と接触 す る よ う にな った19世 紀 の は じめ 頃 の ポ ナ ペ島 には,マ タ ラニ ー ム,

ウ ー,キ チ ー,ネ ッ ト,ジ ョカ ー ジの5つ の独 立 した首 長 国(z�hi)が 存 在 して いた。

この首 長 国 は 「部族(tribe)」 と呼 ば れ る こ と もあ る。 この 政 治 単位 は,日 本 時 代 に

は 「村 」,ア メ リカ時 代 に はmunicipalityと 呼 ば れ る 行 政 単位 と して 引 き継 が れ,

今 日 まで 続 いて い る。 個 々の首 長 国 に は,ナ ンマ ル キ(Nahnmzvarki)と ナ ー ニケ ン

(Nahnken)を そ れ ぞれ の 最 高 の地 位 に位 置 づ けた,位 階 を 伴 う2つ の称 号 の系 統 が あ

って,双 方 の系 統 の12番 目まで の称 号 保 持 者 は,現 在 で も政 治 的 ・社 会 的 に重 要 な 役

割 を 果 た して い る。 これ らの人 々 は 「貴 族(50妙 θ読)」 と呼 ば れ,そ れ以 外 の人 々は

「平民(aramas mzvahl)」 と呼 ば れ て い る。 首 長 国 は字(んoπ∫ψ ω)に 分 か れて いて,そ

れ ぞ れ の 字 は,ナ ンマ ル キ が任 命 した字 長 に よ って支 配 され て い る。 そ して,字 は い

くつ か の拡 大家 族(peneinei)か ら構 成 さ れて い る。 この よ う に,ポ ナ ペ に お いて は,

首 長 制 は今 も存 続 して い る。 な お,ポ ナペ 島 は母 系 制 社 会 で,現 在18の 母 系 氏 族(sou

又 は4ψ ω)が あ る。母 系 氏 族 の 成 員 は,一 か所 に集 って 住 む とい う こ とはな く,全 島

に分 散 して住 ん で い る。

 首 長 国 の土 地 は,耕 作 地(π απ5ψω)と 山林 原 野(nanz�1 )の2つ に分類 さ れ る が,

か つ て は 首 長 国 のす べ て の土 地 が ナ ン マル キの所 有 と され て い た。 ナ ンマル キ は耕 作

地 を 字 単 位 に分 割 した うえで,特 定 の 母 系 出 自集 団 に封 土 と して 与 え た。 そ して,こ

の 母 系 出 自集 団の 族 長(同 時 に字 長 で も あ る)は,こ の 封 土 を さ ら に分 割 して,集 団

の 成 員 に耕 作 させ て いた 。新 た に耕 作 地 を必要 とす る場 合 は,ナ ンマ ル キの許 可 を受

けて,山 林 原 野 を開 墾 して耕 作 地 とす る こ とが で きた 。

 ナ ンマ ル キか ら土 地 を 与 え られ た人 々は,様 々な 機 会 に祭 宴 を催 して,ナ ンマル キ

や 字 長 に貢 納 を行 な った 。 ナ ンマル キ は,貢 納 を怠 った り,彼 の命 令 に違 反 した 臣下

の 土 地 を取 り上 げ る こ とが で きた。 しか し実 際 に は,よ ほ ど重 大 な 違 反 で な け れ ば,

ナ ン マル キが この権 利 を 行 使 す る こ と はな か った といわ れ て い る。 ま た,ナ ンマ ル キ

は,問 題 が生 じな いか ぎ り,土 地 の使 用 権 の相 続 に は ほ とん ど干 渉 しな か った と い う。

 字 長 に よ って再 分 割 され た土 地 を使 用 ・耕 作 す る の はpeneinei(ペ ネ イ ネ イ)と 呼

ばれ る拡 大 家族 で あ った が,か つ て こ の拡 大 家族 が いか に構 成 され て い た か につ い て

は,は っ き り とは わか らな い 。例 え ば,奥 野 は,以 下 の よ う に述 べ て い る 。土 地 は ナ

ンマル キの もの とい う観 念 が あ る一 方 で,土 地 は ペ ネ イ ネ イ(奥 野 は べ ナ イ ナ イ と表

記 して い る)が 所 有 す る とい う観 念 も存 在 して お り,土 地 を は じめ とす る主要 な財 産
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は,原 則として戸主(・Kaun en Peneinei,ペ ネイネイの長)か ら次の世代の子供達へ

「包括的」に引き継がれ,最 年長の者が財産の管理者(Kaunda 1)ψ読50π,カ ウンタ

ー ・チピショー)と なった。 管理者 となるのは年齢の順であり,女 性だからといって

排除されることはなかった。かつての一般的な結婚後の居住様式は妻方居住であった

が,長 男が兄弟姉妹のなかで最年長である時には,婚 出先か ら妻子を連れて自分のペ

ネイネイに戻って管理者となることがあった(長 男が妻方の居住を続けて戻 ってこな

いこともあった)。長男が戻って くると,彼 は管理者だけでな く,社 会的にペネイネ

ィを代表する戸主にもなった。戸主の地位には男性のみが就 くことができたので,長

女が管理者である場合には,婚 入 してきたその夫が戸主となった。ペネイネイは戸主

とその配偶者の三親等ぐらいの親族から構成されていたが,人 数が多 くなると,家 を

別にし,耕 作地も分けることがあった。この下位集団は 「家」伽 規ω)と呼ばれた[奥

野 1939]。 この奥野の記述からは,ペ ネイネイは,母 系出自集団の成員を中核とし,

それにこの集団への男女の婚入者,男 子婚入者の子孫などを加えた,母 系的な集団で

あったと推測される。

 これに対 して杉浦は,ペ ネイネイを戸主である父を中心とした息子及び孫の三世代

ほどの父系家族とし,戸 主は自分の母系氏族が所有する土地に居住 したとする。氏族

外婚制のため,戸 主の息子や孫は原則として戸主とは異なる氏族に属すが,「 準氏族

員」として扱われた。杉浦は奥野と異なり結婚後の居住様式は夫方居住であったとし,

戸主の娘は夫の家に行 って住み,戸 主の妻や戸主の息子の妻は夫の下に来て生活 した

という。戸主が死亡すると,息 子達は家族を伴って自分の氏族の土地に移 り住んで,

今度は自分が戸主となった。すなわち,土 地の相続は母系で行なわれたが,土 地を実

際に使用するペネイネイは父系家族であって,こ のペネイネイは戸主を介 して母系氏

族に結びついていたのであると,杉 浦は述べている[杉 浦 1944]。

 土地を使用する単位であるペネイネイに対する奥野 と杉浦の見解は,か な り異なっ

ている。この相違については,ど ちらが正しいのかを問うよりも,以 下に述べる理由

から,ポ ナペの土地の使用のありかたとペネイネイの集団構成が非常に柔軟性を帯び

たものであったことを示すものと,理 解 しておきたい。

 まず第1に,土 地が豊富に存在し,人 々は容易に土地を手にすることができた とい

うことが挙げられる。ポナペ島では,1854年 に寄港した捕鯨船がもたらした天然痘に

よって,島 の人口が半減 し,そ の後も人口の減少が続いていた。一時的に社会は混乱

し,首 長達の支配力も弱まって,耕 作者が死亡 したために放棄された土地もたくさん

あった。生 き残った者は良 い土地を手に入れようと努め,他 の首長国へ移る者も多か
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った。[中山 1985:887-889]。 また,家 族の下を離れて,仕 事 もせずに,字 の集会

所などにたむろする,マ ール@ω 切 と呼ばれる未婚の若者も数多 く存在 したと奥野

は述べている[奥 野 1939:7]。 結婚 して子供ができても,年 単位の居候を重ねて,

一か所に住まなかった夫婦も多かったという。現在で も,人 々は気軽に家を空けて,

親族の家を泊り歩 き,時 にはそこに長期間滞在することがある。

 そ して,第2に,封 建的な土地所有体系が,西 洋の影響を受けて変容しつつあった

ということが挙げられる。土地の相続に関 しても,父 系による相続が現われつつあっ

た。

 西洋の影響について述べる前に,も ともとポナペ島の母系制社会に双系的な要素も

存在していたことを言 っておかなければならない。ナンマルキとナーニケンを出す母

系氏族は首長国毎にきまっていたが,ナ ンマルキ系統の者 とナーニケン系統の者との

間での結婚が奨励され,男 子は父の姉妹の娘と結婚することが望まれていた。この双

方的(bilateral)な 交叉イトコ婚が世代を下っても続けられると,祖 父 と孫(息 子の

息子)と は同じ氏族に帰属することになり,祖 父 と孫は,母 系的にも 「父系的」にも

つながることになる。そして,こ のような将来高い地位に就 くことが予想される子供

は,両 親の下をはなれて祖父母 と共に暮すことがあったと,Fischerは 言って いる

[FISCHER  1970a:298]。

 さて,1852年 から布教活動を行なっていたアメリカ人のプロテスタント宣教師は,

私有財産制度が確立されていないことが,布 教の障害となっていると考えた。彼らは,

結局は失敗に終ったのだが,土 地に対するナンマルキの権利を無視 して,家 を建てて

住むという条件で土地を与えるという自営農地法(homestead law)を 実施したことが

ある[中 山 1985:899]。 また,奥 野は,ス ペイン統治時代から布教を開始 したカソ

リックの神父達が,女 は男に従 うものだと人々に教えたと述べ,こ のために,そ れ以

後は,結 婚すると妻が夫の家に移ることが多 くなったと言 っている[奥 野1939:22]。

 政治的 ・社会的な地位の上昇は,生 得的な要因のみに基づ くのではなくて,個 人の

努力によるところも大きく,他 の首長国との戦争において武勲をたてることや首長へ

の貢納が重要な要素となっていた。 しか し,人 口の減少 と宣教師や外国政庁による干

渉などによって,島 民の間での戦争の発生は抽えられた。この結果,地 位の上昇のた

めには,戦 争 に代わって,立 派なシャカオ(カ ヴァ)や ヤムイモを生産し,首 長達に

貢納するということがより一層重要 となった。また,外 国の商人とコブラの取引が行

なわれるようになって,農 業がさらに重要な意味をもつようになった。 このため,農

業生産における男性の関与が大きくなり,男 性 と土地の結びつきが緊密となって,父
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系相 続 ・夫 方 居 住 が 受 け入 れ られ る基盤 がで きつ つ あ った[PETERsEN l 982:132]。

 や が て,島 民 の な か に は,父 親 か ら土 地 を相 続 した と主 張 す る者 も現 わ れ た。 キチ

ーの ナ ーニ ケ ンは1864年 に死 亡 した が
,妻 の父 で あ った 白人 のJames Hadleyの 示 唆

に よ って,息 子 に土地 を譲 渡 す る 旨を記 した証 書 を 残 した 。 この息 子 と い うの は,プ

ロテ ス タ ン トの島 民 の指 導 者 とな ったHenry Nanpciで あ った。 ポ ナ ペ島 の 統 治 の

た め に,Nanpeiの 協 力 を 必要 と したス ペ イ ン と ドイッ の 政庁 は,こ の証 書 を 有 効 と

し,Nanpeiの 土 地 の権 利 を認 めた ので あ る[中 山 1988]。

皿.ド イ ツ ・日本 ・ア メ リカ時 代 の土 地 所 有

 ポナペ島の統治を開始 した ドイッ政庁は,は じめは島民の生活には干渉 しなかった。

しか し,1907年 に,本 国で新 しく設置された植民省は,植 民地の経済的自立をめざす

という政策を採用 した。そこで,人 頭税の導入が検討されたが,首 長に対 して貢納の

義務があるポナペでは,た だちにそれを実行することは困難であった。また,慣 習に

よれば島民は土地に対 して所有権を持たず,首 長は島民から土地を取り上げることが

できた。こうした状況では,収 穫できるまで時間のかかるヤシの木を人々に植えさせ

ることは困難だとドイッ政庁は判断した。

 ドイツ政庁は1907年 に土地の私有制への改革の意図を島民に説明し,そ の手はじめ

として,首 長が島民を耕作 している土地から追放することを禁じ,ナ ンマルキ達に承

諾させた。翌年の1908年 には,ド イッ政庁は土地改革案を提出した。それは,土 地は

私有化されて土地に対するナンマルキの所有権iは廃止されるが,そ のかわり,16～45

才の成人男子に年に15日間の労役が課され,そ の労賃の半分が土地の権利を喪失 した

代償として高位の首長達に与えられるという内容であった。

 この土地改革案に対して,5つ の首長国のうちの4つ はしぶしぶ承知した。 しかし,

ジョカージの人々はこれに強く反対して,1909年 の10月 に反乱を起こし,知 事を含む

多数の ドイッ人官吏を殺害 した。他の首長国の島民は,ド イッ政庁を支持 して反乱に

加わらなかった。やがて,強 力な ドイツの援軍が派遣されて,こ の反乱は鎮圧された。

反乱の首謀者は処刑され,ジ ョカ0ジ の多くの人々も島外に流刑に処せられた。

 反乱が鎮圧 されると,ド イッ政庁は土地改革を強力に推進 した。まず,土 地の境界

線の画定と登記の作業が進められた。7人 の首長達からなる土地の調査委員会がいく

つもつ くられた。個々の委員会は土地の境界を調査 し,境 界が画定すると石積みをつ

くって標識とした。それから,個 々の耕作地 について地券が作成され,3人 の高位の

207



国立民族学博物館研究報告 別冊6号

首長達からなる登記委員会がこれを確認 して署名した。その後で,ナ ンマルキが地券

に署名し,最 後に知事が署名 して,地 券は有効となった。

 地券には全文11条 よりなる条文が ドイツ語 とポナペ語で記載されている。このうち,

土地所有 に関するものは第1条 か ら第6条 までである。第7条 以下は,ナ ンマルキの

権利に関する条項である。

地券の第1条 から第6条 までは以下のとおりである。

「第1条 本証書は永続 的所有権を証す る。ただ し,所 有権者が流刑又は死刑の宣告を受けた

場合はその効力を失 う。

第2条 所有権者 が死亡 した時は,土 地 は相続の権利を持つ男性の親族が1人 で一括 して相

続する。

遺言 によ る土地 の処分は認 め られない。相続の順位は以下 のとおりである。

1.

2.

3.

4.

最年長の生存する息子

最年長の生存する男の孫

最年長の生存する兄弟

最年長の生存する兄弟の息子

もし,こ れ らの親族がいない場合 は,所 有権者は自分が好む男子を相続人 と して養取す るこ

とがで きる。養取の法 的効力 はナンマル キおよび知事の承認を必要 とす る。死亡 した所有権

者 に法定または養子の相続人 がいない場合 は,そ の土地の帰属はナンマルキおよび知事が決

定す る。

(ポナベ語本文には,以 上の外に 「非嫡 出子は両親が後 に結婚すれば,嫡 出子 と同様に父の

土地を相続することができる」 との規定がある。)

第3条 自己の土地を所有 しない男性および未婚の女性の親族はすべて,所 有権者 と共にそ

の土地 に居住 し,こ れを利用する権利を有す る。

第4条 土地またはそ の一部の売却,贈 与,貸 借は,ナ ンマルキおよび知事の承諾がある場

合 にのみ認 め られる。

第5条 公共の 目的のために必要な土地は無償にて提供されるものとす る。

第6条 地券が交付 されない土地 は,そ の土地の所在する 「部族」一 また は ポ ナ ペ で は

「国」 とも呼ばれる一 に帰属す る。その土地はナ ンマルキと知事 の双方の同意を得て与え

られることがある。

(ポナペ語本文の後半は,「 土地を所有 したい と望む者 は知事とナ ンマルキの 認可を受 けれ

ばそうする ことがで きる」 とな っている。)」

 地券の発行により,土 地の私有化が確立し,土 地は分割されずに父系的に相続され

ることになった。土地の分割が認められなかったのは,ド イツ政庁が次男以下の息子

達に山林原野を開墾 させて,耕 作地を拡大させることを意図したからである。発行さ

れた地券の数は推定1,153枚,実 際にはこれより20～30枚 多いと考えられている[杉 浦

1944: 313]。
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 ドイッ政庁の土地改革により,ポ ナペ島の土地所有制度は大 きく変化した。 しか し

ながら,ま もなく始まった第一次世界大戦で ドイツは敗れ,日 本がポナペ島を統治す

ることになった◎

 日本統治下のポナペ島では,官 民有地を区別するための土地調査が1927年 より開始

され,1930年 に完了した。そして,こ の調査の結果,ド イツの土地改革によって私有

地とされた土地はそのまま島民有地として認められたが,村 有地とされていた土地は

官有地とされた。島民の所有する土地は,ポ ナペ島面積の三分の一を占め,海 岸部の

平坦な沃土を全部独占しているうえに,実 際に利用されている土地はその三分の一に

すぎなかったという[矢 内原 1935:214]3)。

 ドイッ政庁の発行 した地券の条項は,土 地を分割して相続することを禁 じたが,日

本時代には,地 券の発行された土地の分割相続を認めている4)。 島民の間では,す で

に土地の分割は慣習的に行なわれていて,法 律上では認められていな くても,実 際に

は土地を数人で分けて使用している場合がしばしば見られたという。

 日本人の官吏は,女 性の土地の相続を禁 じた地券の条項とポナペの慣習とが矛盾す

ることにも,は やくか ら気づいていた。そして,遅 くとも1930年代の終りには,地 券

名義人が死亡 した時に娘しかいない場合には,地 券に記された相続順位者の名義に0

時的に書 き換え,そ の家に婿が来たり息子が生れるとその者 に名義を変更するという

便法が認められるようになった[奥 野 1939:20]。 また,戸 籍を重視した日本政府

は,土 地相続に関 して,土 地所有者の兄弟よりも養子を優先させることを認めている。

このために,土 地の一部を,例 えば兄弟姉妹の子供に与えたいと思った場合にはその

者を養子として役所に届けることが行なわれ,娘 の婿を養子として土地を相続させる

ことも行なわれるようになったという[FIscHER 1958:lll]。 南洋庁は1941年 頃に,

3)上 原によると,ポ ナペ島の面積は334km2で あるが,1930年 には,島 民有地 は島全体の33%,

官有地が65ｰ0,邦 外人有地が2 ｰoで あ った[上 原 1940:26]。

4)ド イツ政庁 は1913年4月7日 付 けで,地 券の条項を さらに詳 しく説 明するための書類を配布

しているが,多 くの土地がある場合には,ナ ンマルキと知事の承認があれば,土 地 の分割を認

めると変更 している。

  「第2条

  1.一 人の者 が多 くの土地 を所有する時には以下のようにする。彼の息子(達)が 相続す

  る。欧 に]彼 の息子の子供達が優先 されるが,他 の者 も0部 の土地 を相続することがで

  きる。

  2.あ る者の兄弟 ・姉妹の子供が,彼 の息子または彼の息子の子供達 と共に土地を相続で

  きるか どうかは,相 続 に関係する人次第 とす る[こ れが元来の所有者次第 というのか,法

  定相続人次第 とい うのか は明確 でない]。ナ ンマルキと知事が認 め,土 地を相続する人が本

  当に一部の土地を与えることを望んでいるな ら,そ のように相続する ことができる。」

 南洋庁が土地 の分割相続を認めたことが,こ の ドイツ政庁による変更に基づいているのか ど

うか は不明である。
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島 民有 地 の所 有 権 を確 定 す る調 査 を開 始 した 。 ドイ ッ の地 券 に代 わ る土 地 証書 の 発 行

を意 図 した もので あ った。 これ は第 二 次 世 界 大 戦 の た め に土 地証 書 を発 行 す るま で に

は至 らな か った け れ ど も,こ の際,女 性 へ の 土 地 の 譲渡 を認 めた と い う。 南 洋 庁 は,

地 券 に記 され た相 続 順 位 に 固執 す る ことな く,相 続順 位 を家 族 の合 意 で変 更 す る こ と

をか な りの 程度 認 めた と いわ れ て い る。

 第 二 次 大戦 後,統 治 国 と な った ア メ リカ は民 主 的 な 政 治 シス テ ムを 導 入 し,ポ ナ ペ

島 に も ポ ナペ 島 議会 が設 置 され た。1957年 に は,こ の議 会 で の 長 い論議 を経 て,土 地

の相 続 に関 す る重要 な決 議 案 が通 過 し,こ れ は,Ponape District Order No.8-57と

して,布 告 され た 。 これ に よ って,ド イ ツ政 庁 が定 めた相 続 順 位 は 以 下 の よ う に変 更

さ れた 。

「1.生 存す る,ま た は生存す る子孫 のあ る,最 年長の息子

2.生 存す る,ま たは生存する子孫のあ る,最 年長の娘

3.生 存す る,ま たは生存する子孫のあ る,最 年長の兄弟

4.生 存する,ま たは生存する子孫のある,最 年長の姉妹

5.そ れぞれの場合,指 示 された親族が子孫を残 して死亡 して いる場合 は,そ の子孫が上 に

 記 された相続順に代理の権利によ って,親 の位 置を 占める。

6.世 襲 による相続に関 しては,養 子は実子よ りも年少 と見なされ る。ただ し,実 の息子 よ

 りも年上であ り,か つ最年長の男子の養子 は財産(不 動産 と動産)の 価値の三分の一 に対

 して権利を有す る。」

 同 じ1957年 の4月,議 会 は 遺言 に関 す る決議 案 を採 択 し,Ponape District Ordcr

No. 9-57と して 公 布 さ れ た。 この法 は,遺 言 に よ って 広 範 囲 の人 々 に土 地 を譲 渡 す

る こ とを認 めて い る。

「18才以上 の精神健全な者 は,以 下の条件5)を 満 たす遺言 によって,子 供(実 子または養子)・

兄弟 ・姉妹 ・甥 ・姪 ・配偶者 ・両親 ・重病であ る時に6か 月以上世話 した人の うちの誰にで

も,土 地 と動産を譲渡す ることがで きる。土地は遺言 によ って,こ れ らの人々のうちの2人

以上の人 々にも分け与え ることができる。」

5)遺 言 と認 め られ るた め の条 件 は以 下 の と お りで あ る 。

 ① 遺 言 は書 か れた もので,本 人 と2人 の証 人 の署 名 があ る もの。

 ② District Land OMce,ナ ンマ ル キ,ナ ー ニ ケ ン, Chief Magistrateの 承 認 を必 要 とす る 。

 ③ District Administratorの 承 認 を必 要 とす る 。

 ④District Administratorの 署 名 後,60日 以 内 に裁 判 所 に 提 出 され た もの。

  (な お,Chief Magistrateと は,ア メ リカ政 府 に よ って5つ のmunicipality(首 長 国)に 設

け られ た行 政 職 で あ る。 最 初 は ナ ンマ ル キがChief Magistrateに 任命 され た が,後 には選 挙で

選 ば れ る よ うに な った。District Administratorは ポナ ペ州 の 最 高 の行 政 職で あ って,最 初 は ア

メ リカ人 が 任 命 されて いた が,後 に は ポナ ペ人 が任 命 され る よ うに な り,現 在 で はGovernor

と呼 ば れ選 挙 で 選 ば れ る。)
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 こ の結 果,遺 言 に よ って土 地 を父 系 親 族 以 外 の 者 へ も相 続 させ る こ とが 法 的 に可 能

とな った。 そ して,遺 言 のな い場合 に,法 に定 め られ た相 続 人 が土 地 を 相 続 す る こ と

にな り,娘 も父親 の土 地 を相 続 で きる よ う にな った ので あ る。

 こ こで,実 際 に 日本 時 代 とア メ リカ時 代 に行 な われ た土 地 の 相 続 を 見 て み よ う(表

1)。

 日本 時 代 に 関 して は杉 浦 の 調査 した キ チ ーのパ ー ス とい う字 の事 例 が あ る。 こ の字

に対 して,ド イ ッ政 庁 は7枚 の地 券 を 発行 した。 それ 以 後,こ れ らの土 地で 行 な われ

た相 続 の形 態 を表 で 示 した 。 な お,7つ の う ち1つ の 土 地 は,地 券 の発 行 か ら調 査 時

点 ま で ず っ と同 じ人 が土 地 を 保持 して いて,所 有 権 の移 動 は な か った 。 ま た,2つ の

土 地 は2つ に分 割 して相 続 され た。 「そ の 他」 とい うの は,ナ ンマ ル キ の土 地で あ っ

た もの が,次 の ナ ンマ ル キへ と譲 渡 され た もので あ る[杉 浦 1944:281-284]。

 ア メ リカ時代 の土 地 の 相 続 の事 例 は,Fischerが マ タ ラニ ー ムの3つ の字 につ いて

調 査 した もの で あ る。 な お,こ の 中 に は 日本 時代 の後 期 に行 な わ れ た相 続 も含 ま れて

い る 。Fischerは 娘 の 夫 ・息子 や,姉 妹 の 夫 な どへ の土 地 の譲 渡 は,主 と して娘 や 姉

妹 の た め にな され た もの で あ る と言 って い る[FlscHER 1958:107]。

 日本 時代 の土 地 相 続 の 事 例 は非 常 に少 な い け れ ど も,こ の2つ の統 計 を比 べて み る

表1 日本時代とアメ リカ時代の土地相続の形態

  被相続人  日 本 時 代     ア メ リ カ 時 代

相 続人  i 男 i男!女1 計

息  副313・%[15i512・}47%

  娘  一   1・ ・ …
娘 の 夫 1 、。%i2 - 2 37%

娘 の 息 子  一        2  -   2

娘 の 娘 一l   l -  1

兄  剃 ・i・ ・%1・1-1・[2%
                   一

姉 妹 の 夫   1        1  -   1

黙 の撮 』 4・%1= 1・2%
姉妹の娘の息子   1       一   一   一

そ の 倒 ・1・ ・%i-!■ ・12%

  計 }・ ・1ユ ・・%[36171431…%                   一

杉 浦[1944:281-284]とFischer[1958:106-107]よ り作 成 。 日本 時代 の 相 続

で,「 息 子」 の う ち1例 は養 子,「 娘 の夫 」 は養女 の夫 で あ る。
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と,3つ の点で変化しているのがわかる。アメリカ時代になると,① 息子や,② 娘や

娘を介した親族が土地を相続することが多くなり,③ これとは逆に姉妹や姉妹を介 し

た親族が相続することは少なくなっている6)。ここから,一 般的には,土 地の相続に

おいて,母 系的な傾向が減少 して,自 分の息子と娘を中心とする直系の子孫へと集中

的に行なわれるようになり,双 系的な展開を示すようになってきたということができ

るであろう7)。

 現在,ポ ナペ島の人々は土地の相続に関 して以下のように考えている。土地の相続

においては,子 供達(息 子と娘)が その他の親族よりも優先すべきであり,可 能なら

ば,す べての子供に土地を分けるべきである。そして,全 部の子供にゆきわたる土地

がない場合には,① 両親と同居 している子供を婚姻や養取などで他出した子供より優

先 し,② 息子を娘よりも優先し,③ 年長の子供を年少の子供より優先し,④ 実子を養

子よりも優先する(た だし,実 子より年長の養子に対 しては配慮がなされる)。

 ポナペ島において,土 地を獲得する方法としては,親 から相続するという他に,①

配偶者の所有する土地を使用する,② 養出して養親から相続する,③ 公有地を開墾 し

て土地を入手する,④ 土地を購入するなどの方法がある。

 Fischerが,79組 の夫婦の結婚後の居住のあり方を調査 したところ,夫 方居住が53

例(67 %),妻 方居住が21例(27 %),不 明およびその他が5例(6%)で あった

[FIscHER l958:107]。 ポナペ島では,夫 婦が結婚後どこに居住するかを決定する

6)杉 浦は,1940年 頃 には,甥 を養子と して相続 させる ものを含め,三 分の一近 くは母 系相続が

行なわれて いた と述べている[杉 浦 1944:333]。

7)本 稿 で扱 うのは1972年 まで の裁判の事例なので,こ れ らの裁判 に は直接 の関係 は な いが・

1978年 に 「無遺言相続法」が,ポ ナペ議会を通過 している。 これによると,遺 言のなか った場

合 の土地 の相続は以下のよ うにな ってい る。

  「第3条 相続の規定

  遺言を残 さなか った死者の不動産と動産は,そ の者 が死亡 した時に,少 な くとも1人 の生

  存する成員のいる,こ の条項で列挙 された最初の順位の人々すべてに平等 に一括 して譲渡

  され る。この順位 の者が死亡 していて も,そ の子孫 が1人 でもいれば,こ の順位 には生存

  する者がいると見な される。 この順位のすべての人 々が遺言を残 さずに死亡 した者 よりも

  先 に死亡 している時には,死 亡 して いなか った ら譲渡 されたであ ろう不動産 と動産は,こ

  の条項の規定 に従 って,代 理の権利[代 襲]に よ って,そ の人 々の子孫 に譲渡 される。

  遺言 のない場合の相続の順位は以下の とおりである。

1.

2.

3.

4.

5。

死者の子供へ。

それ らの者がいない場合 は,死 者 の両親へ。

それ らの者がいない場合 は,死 者 の祖父母へ。

それ らの者がいない場合 は,死 者 の曽祖父母へ。

この条項の規定 に従い,無 限に同様に。」

 このことを人類学の用語を使 って言 うと,土 地は分割されず に,ま ず第一に死者を起点 とす

るcognatic stockへ,次 いで死者の両親を起点 とするcognatic stockへ とい うよ うに,一 括 し

て双系的に相続 され るということであ る。こうした相続に対す る考えは,実 際の相続の事例 か

ら得 られた結論とも一致す るといえよ う。
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にあたって,耕 作する土地の有無が大 きな要因になっている。夫方居住が多いのは,

男子が土地を相続することが多いからであり,妻 方居住を選ぶ場合は,妻 に兄弟がな

かった りして,妻 が土地を相続 した場合が多い。

 ポナペ島において,養 取が行なわれる主たる理由として,老 後の世話を養子に見て

もらうということと共に,土 地を養子に相続させるということが挙げられる。ある夫

婦には子供がたくさんあるのに,他 の夫婦には子供が生れないということが起こる。

このため,子 供に与える土地が不足する家族があるのに対 して,土 地を相続すべき子

供が一人もいない家族 もある。養取はこうした土地 と人口のアンバ ランスを是正 して,

土地の再配分を円滑に行なうという機能も果た している。

 18才以上の者は,知 事から公有地への入植許可を受けたうえで,3年 以上土地の改

良と作物栽培を行なうと1人 当り5ヘ クタールまでの土地を所有することができる。

ポナペでは,土 地は自分一人だけのものではな く,子 孫のものでもあるという観念が

あるため,土 地を売ることは跡ずかしいことだと考えられている。 しかし,近 年では,

現金を必要 とするために,土 地を売却する者 も出てきている。

 Fischerは,ポ ナペ島においては,家 族は他のオセアニア社会よりも重要な位置を

占めると言 っている[FlscHER l970a:307ユ 。ポナペの村は,多 くのミクロネシア社

会と異な り,集 村を構成 しない。自給自足の単位である家々は,点 々と散在していて,

個々の家の自律性は高い。Fischerは,ポ ナペの養取の特徴は子供ができるだけ小さ

いうちに行なわれることだと言っているが,そ の理由は,家 族の自律性がそれぞれの

「小文化(micro culture)」を発達 させているので,そ れ に適応させるためには,

生後なるべ く早い時期に養子にした ほうがよいからなのだと述べて いる ほどである

[FISCHER  1970a:310]。

 ポナペにおける地位 ・称号の継承は現在でも母系で行なわれているが,そ の順序は

前任者の兄弟が年齢順に続いたあとは,同 世代の他の者は受け継がずに,最 年長の姉

妹の長男へと一世代下へ移るのが原則である。 したがって,継 承の方向は,傍 系親族

へは兄弟以上には伸びず,直 系を指向する傾向がある。そして,出 生順に基づいて長

女の系統 と次女以下の系統とが区別されて,格 差を伴 う分節集団が永続的に作りださ

れる 「円錐 クラン」の構成をとる(こ の点に関しては,本 書の清水論文を参照)。 ま

た,財 産を所有する親族集団も,容 易に分裂する傾向がある。親が財産の分割を指示

しなかった場合でも,子 供達は親の死後,財 産を分割するのが普通である。このよう

に,現 在のポナペにおいては,集 団は絶えず分節化する傾向があるのだが,Fischer

は,過 去においてもポナペの拡大家族は小人数で自律的であったと推測されるとして
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いる[FISCHER 1970b:132]。

 ポナペでは,ド イツによる土地改革以後,土 地所有に対 して出自集団による統制は

もはや存在せず,土 地の所有 ・使用の単位は拡大家族や核家族である。夫婦に子供が

ない場合は,土 地を相続させるために,家 族の外部から誰かを養子としなければなら

ない。杉浦 も,「 旧慣に於ては母系相続であるから,次 の相続者として氏族員中から

適当の男子を選ぶことに困難 しない。父系男子直系相続となると,人 員が少なくなる

から,こ の点の融通が利かない」 と述べている[杉 浦 1944:331]。 そして,逆 に子

供が多い場合には,そ のうちの誰に土地をどのくらい相続させるかということは,所

有する土地の大きさ,子 供たちの人数,子 供たちが相続以外の方法によって土地を手

に入れる可能性の有無などを考慮したうえで決定される。つまり,い ずれの場合にし

ても,現 在のポナペ島社会における土地相続は,状 況に応 じて決定されるのである。

筆者はかつて,ニ ューギニア高地の土地所有をKelly[1968]に 依拠 しつつ検討 し,土

地の譲渡に父系出自集団の統制が強 く働いている場合には,そ の方向はほぽ決定され

るが,耕 地の獲得が個人的な問題となる場合には,父 系出自以外の様々な社会関係が

用いられて,土 地の譲渡は様々な方向に向かうことを指摘 した こ とがあ る[中 山

1974]。 現在のポナペ島の状況は,こ の後者の場合にほぼ相当する。 したがって,ポ

ナペ島の土地の相続の形態は,ド イッ政庁が規定 したような,社 会関係の脈絡から独

立 した一定のパターンに従 うのではな くて,父 から息子への相続が強調されながらも

状況に応 じて双系的な親族の範囲の中でかなりの偏差を生ずるのである8)。

 以下たおいては,島 民の相続慣行と外国統治下の土地法との関係を,ア メリカ統治

下に行なわれた裁判の実例をとおして見ていくことにする。

lY.ア メ リカ統治 下の土地所有権 をめ ぐる裁判

 裁判記録を検討する前に,一 言言っておかねばな らないことがある。ポナペ島にお

いては,土 地をめぐる紛争が生 じて当事者間で解決できない場合は,裁 判にもちこま

れる前に,ふ つう高位の首長達に調停を依頼する。ナ ンマルキの権威は強いので,ナ

ンマルキが示した判断に,土 地の権利を認められなかった者もしぶしぶ従うことが多

いという[清 水昭俊 私信]。また,後 述するように,裁 判においても,ナ ンマルキに

8)ポ ナペ島民は,裁 判所の判決 は一 時的な もので,関 係す る個 々人や状況 が変われば,判 決自

体 も変わると考え,法 律 も状況 ・要求 ・機会 に応 じた柔軟な ものであることを期待 している,

とPetersenが 述べている[PETERSEN .;.:126-127]。 この指摘 は,土 地相続の形態 を考察

す るうえで も,土 地 の所有権をめ ぐる紛争を検討するうえで も,興 味深い。
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よ る土 地 の譲 渡 の承 認 は 重要 な 意 味 を も って い た。 いず れ の 場 合 に して も,土 地 をめ

ぐる紛 争 にお い て ナ ンマ ル キは大 きな力 を も って い る。

 さて,本 稿 で 扱 う裁 判 の事 例 は1吻o溜of the Trust Territoryげ 漉6 Pα6塑6ム ♂α加奪

(以下 で はT・T・R・と略記 す る)の 第1巻 か ら第6巻 に記 載 され た もの で あ る。T.T.R.

は判 例 を記 録 す る 目的で 編 集 され た 本 な の で,こ こに記 さ れ た事 例 に よ って,土 地紛

争 の ヴ ァ リエ ー シ ョ ンを知 る こ とが で き る と思 わ れ る。 本 稿 の考 察 にお いて は,周 辺

の 離 島か らの 移住 者 が関 与 す る事 例 と,日 本 時 代 とア メ リカ時 代 に島 民 に貸 与 さ れ た

官 有 地 の 借 地権 を め ぐる紛 争 の事 例 は除 外 した9)。 この結 果,本 稿 で 扱 う裁 判 の事 例

は40例 で あ り,こ れ らの裁 判 は1951年 か ら72年 まで の 間 に行 な わ れ た もので あ る。

T・T・R・ の記 述 だ けで は充 分 に事 情 が把 握 で きな い場合 が あ るの で,ポ ナ ペ地 区 裁 判

所 に保 管 され て いた 裁 判記 録 を も参 照 した 。

 土 地 の相 続 を め ぐる紛 争 は,さ まざ ま な 社会 的関 係 にあ る人 々が 関与 して お り,さ

らに1つ の土 地 を め ぐ って二 重 に争 わ れ て い る こ と もあ って,複 雑 な様 相 を呈 す る こ

とが あ る。 しか し,対 立 の基 本 的 な 原 因 に着 目 して み る と,大 き く以 下 の3つ に 分 け

る こ とがで き る。

 1. 地 券 の第2条 に定 め られ た 法 定相 続 人 の正 当性 を め ぐる対 立 。

 2. 前 の所 有 者 か らの 贈 与 に よ る土 地 の譲 渡 を 主 張 す る者 と法 定相 続 人 の対 立 。

 3. 双方 が前 の所 有 者 か らの土 地 の贈 与 を主 張 して の対 立10)。

 以 下 で は,こ の順 序 にそ って,事 例 を検 討 す る こ とに しよ う。

1. 法定相続人の正 当性をめ ぐる対立

まず最初に,養 子と実子 という兄弟の間で土地が争われた例を見てみよう。

事 例1 (民 事訴 訟No.26,1954年)[T.T.R. vo1.1:201-205]

 ThomasはPiscenteと 彼 の 妻 によ って養 取 され た 。妻 の 死後, Piscenteは 再 婚 して,後 妻 との

間 にKenioが 生 れ た。

 問題 の土 地 の地 券 に は,1940年 に地 券 名 義 人(Piscente)の 死 に伴 い,長 男 のKenioが 相 続 す

9)こ れは,前 者が ポナペ島 とは異 なるそれぞれの島の慣習を主張の根拠 とする ことが多いか ら

 であり,後 者 においては,所 有権で はな く,借 地権が争点 であり,行 政府 も裁判 の当事者 とな

 って いるか らである。

10)T・T・R・は判例集であるので,事 例数 はそれほど意 味を もたない と思 うが,参 考のため にそ

 れを示す と,1の 理 由による ものが16例,2の 理 由による ものが23例,3の 理 由によるものが

 3例,そ の他の理 由によるものが1例 で ある。 このうち,1と2の2つ の理 由による ものが3

例あ る。その他 の理 由というのは,土 地が購入 されたか,贈 与されたかが,争 われた ものであ

 る。
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   図1'事 例1の 関係者

点線は養子関係を示す。矢印は裁判
でそれぞれが主張する所有権の移動

を示す。

るとの裏書 があ る。後 にナンマルキの示唆によ り,こ の

土地 はThomasとKenioの 合意 の下に2つ に分 割され,

2人 がそれぞれを所有す ることにな った。この土地 の分

割 はナ ンマルキ と日本政府 の承認を受 けた。 この分割 に

関 しては,ア メ リカ時代にな ってか らの ナンマルキとナ

ーニケ ンとの協議において も,両 者は合意 して いた。

 ところが,こ の裁判において,ThomasとKenioは,

どちらも自分が長男 として全部の土地に対 して所有権を

もつ と主張 して争 った。Kenioは,土 地の分割は耕作す

る場所を分 けただけで,土 地の所有権を分割 したわけで

はない とも述べている。

 判決:当 法廷は,こ の土地 の分割は,必 要 とされる許

可 と双方の合意を得たうえでの所有権 の分割 と判断する。

そ して,双 方 が達 した合意を見るかぎり,ど ち らが長男 かを決定す る必要 はない。 したがって,

2つ に分割された土地の一方はThomasの,他 方はKeni・ の所有 と判断す る。

 (なお,Piscenteは もう1つ 別の土地を所有 して いた。 この土地は1939年 に日本政府に売却さ

れ,ThomasとKenioは 土地 の代金 を受 け取 っている。 この土地の 所有権がアメ リカの 統治下

でどのよ うに扱われるかは,ま だ明 らかではないが,ThOlnasは,こ の土地 に関するすべての権

利をKenioが 持つ ことに同意 している。)

 次の事例は,以 前の土地の所有者の養子と所有者の兄弟との間の対立が原因となっ

て発展 した紛争である。

事 例2 (民 事 訴 訟No.242,1966年)[T.T.R. vol.3:133-136]

 本 件 は,元 来Rokeの 所 有 して い た 土地 を め ぐる争 いで あ る。 Rokeに は実子 がな か った。

 Sarapinは, Rokeの 死 後土 地 を管 理 したRokeの 兄弟 のDidoの 息 子 と して,土 地 の 権 利 を

主 張す る。 これ に対 してAlfonsoは, Rokeの 養 子 と され るKermanの 息子 と して,土 地 の 権 利

を主 張 す る。

 Sarapinは 以 下 の よ う に主 張す る。1928年 にRokeが 死亡 したあ と,194q年 ま でDid。 が 土 地

を管 理 し,SarapinはDidoの あ とを うけて 土

地 の管 理 を して いた 。Kermanが,こ の土 地 は

Sarapinの も ので, Sarapinの 死後 はSarapin

の 子供 に譲 られ る とい った の で,Sarapinは こ

の土 地 の名 義 をKermanと す る こ とに 同意 し

た 。そ の 後 もSarapinは, Ke㎜anの 許可 を 受

け て,こ の地 に作 物 を植 え て い た。Sarapinは

Kermanが 所 有 して い た権 利 のす べ て の相 続 を

主 張 す る。

 これ に 対 してAlfonsoは, Rokeの 死 後 は

養 子 のKermanが 土 地 を相 続 した ので あ り, 図2 事例2の 関係者
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KermanはSarapinに 土地の使用 は認めたけれ ども,土 地の所有権を与えた ことはないと述べ

る。さらに,Kermanの 死後, Chief MagistrateがAlfbnsoが 土地を相続す る旨を書いた書類を

役所に送 っていると主張す る。A1・fonsoは1962年にこの土地をBernardoに 売却 した。

 本件では,KermanがR。keに 養取 されたかどうかが争点の1つ とな って いる。 しか し,キ チ

ーのナーニケ ンの証言によって
,ナ ーニケ ンの列席のもとに養取 の儀礼 が行なわれた ことは明 ら

かであると法廷は判断 した。 この養取の件は,ナ ンマル キと ドイツ人の知事には知 らされず,彼

らの承認を得ていないかも しれないが,こ の養取は1912年 以前 にな されたものなので,地 券の第

2条 に関連 してその ことを考慮する必要はない。ポナペの慣習で は,養 取 にはナ ンマルキと知事

の承認を必要 としていない。

 KermanはRokeの 養子と して土地を相続 し, Kermanの 長男のAlfonsoはKermanの 死に

伴い土地を相続 した。この結果,Alfonsoは この土地をBernardに 売却する権利 を所有 していた。

 Sarapinは,自 分が この土地を所有す る権利があると善意に確信 して,こ の土地にかな りの数

の作物を植えた。彼がこの労働の報酬を受 け取るのは正当であり,こ のSarapinの 権利は,彼 が

植えた作物の収穫を2年 間に限 り許す ことによって認め られる。

 判決:Sarapinが2年 間 この土地に 立ち入 り,彼 が植えた作物を収穫する一時的権利を 認める

とい う条件の下で,こ の土地はBernard・ の所有 に属す。

 次の事例も,基 本的には,や はり以前の所有者の養子 と所有者の兄弟が土地の権利

を争 っているものである。しかし,こ の裁判においては,事 例2と は異なり,兄 弟の

方に土地の権利が認め られている。

事 例3 (民 事 訴 訟No.278,1969年)[T.T.R. vol.4:204-210]

 本 件 は,土 地 の所有 権 を め ぐ って 二 重 に対 立 を生 じて い る複 雑 な もので あ る。 この土 地 の 元来

の 所有 者 はSantiakoで, Santiakoの 死 後,土 地 の 名 義 は 弟 のMikelの もの とな った。 Mike1の

死 後,土 地 はDamian, Kilemendeへ と相 続 され,そ れ か ら先 の相 続 に関 して 対 立 が生 じて い る。

しか し,こ こで 問題 とな る の は,Santiakoの 養 子 のFranciscoが 土地 の権 利を 主 張 して い る こ

とで あ る。

 Franciscoは 以 下 の よ う に主 張す る 。養 父 のSantiakoは1921年 に死 亡 した(そ の時, Francisco

図3事 例3の 関 係 者
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は16才 だ った)が,生 前にFranciscoに 地券を くれた。しか し, Mikelが 不正な方法でFrancisco

か らこの地券を手に入 れたのである。FranciscoはSantiakoの 養子 として土地の権利を主 張す

る。

 Franciscoは,1967年 に土地問題の調停を依 頼す るまで,地 券を見つ けて くれるよ うに日本人

の警官に援 助を求めたとい う自分の証言(こ れは立証 されなかった)以 外は,土 地の権利を要求

す る行為 をい っさい行なわなか った と法廷 は判断 した。 日本時代に法廷で土地 の所有権 の承認を

求 める機会 があ ったにもかかわ らず,Franciscoは それをしなか った。 Franciscoが 成人 してか ら

40年 以上 もたってか ら,地 券 の入手に不正行為があ った と申 し立てて も,そ の不正行為 を立証す

るのと同 じほど,反 証することも困難である。法廷 は自己の権利を要求することに積極的である

人 は援助す るけれども,妥 当な努力を しなか った人を救済す ることは行なわない。 したがって,

法廷 はこの栽判においてFranciscoは 土地を要求す る権i利をもつ ことを示す ことがで きなか った

と判断す る。

 以上3つ の事例では,い ずれも養子が関係 している。地券の第2条 には,条 文に記

された親族がない場合に,ナ ンマルキと知事の承認を得て,養 子に土地を相続させる

ことができるとある。この条文からは,相 続に関しては,養 子が被相続入の実子や兄

弟よりも下に位置づけられていることは明らかである。

 既に述べたように,ポ ナペでは養取はふつう近い親族の間で,子 供がまだ小さいう

ちに行なわれる。そして,そ の際,養 取する者は養子を実子 と同じように育て,養 子

が男の場合は成長した時に土地を与えるが,養 子は養親の老後の面倒を見るという了

解のもとに行なわれるのが0般 的である。土地の相続においては,養 子よりも実子を

優遇することはあるが,養 親に実子がなければ,養 子が相続することに何 ら問題はな

い。 したがって,ポ ナペの土地相続の慣習では,養 子が被相続人の兄弟よりも優先 し

ていた。そ して,や はり既に述べたように,日 本の政府 も,相 続に関 して,養 子の権

利が優先することを認めていた。

 そこで,法 廷は,「 ポナペの慣習では,正 式に養取された子供は,法 的に子供 と見

なされることと,日 本の当局者も,土 地の所有者が死亡 した時に,そ の兄弟が生きて

いても,養 子が土地を相続することを妨げるものではないと,こ の条文を解釈 してい

たことに注目する」。そして,法 廷は,「土地法の0貫 性を考慮 して,日 本の当局者が

とってきた解釈に従うべきであり,死 者に実の兄弟があっても,養 子が相続できる」

と判断 した[T,T.R. vo1.1:29]。 事例3に おいても, Santiakoが 死亡した時点で,

養子のFranciscoは 土地を相続する権利を持 っていたと推測されるが,何 らかの理

由でその後40年 間も土地の権利を明確に主張 しなかったために,権 利を認め られなか

ったのである。事例1に おいては,裁 判所は養子と実子への土地の分割,贈 与と判断

したが,土 地の贈与に関しては,後 に詳しく述べ る。

/
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 次の事例は養子にからむ,別 の形の紛争の例である。これまでの事例では,養 子の

養取先での相続が問題となっていたが,次 の事例では養子の実家における相続が問題

となっている。

事 例4 (民 事 訴 訟No.345,1969年)[T,T.R・vol.4:333-335, vol.5:532-535]

 この土地 は元来Namweiが 所有 していた。Namweiは1947

年 頃に死亡 した。

 Herbertは, Namweiの 所有 していた土地 は長男であ った

Ernestが 相続 し,1963年 のErnestの 死により,長 男であ る

自分が相続 した と主張する。

 これ に対 して,Namweiの 娘のSariは 以下のよ うに主張

す る。 ①Ernestは 幼児の頃に他の者に養取され, Namwei

と一緒に住む ようになったのは,1946年 頃か らである。②土

地 は兄弟姉妹で相続す るよ うにとい うのが,Namweiの 意図

していたことである。③ 自分 はNamweiの 最年長の子供で

あるので,自 分が土地 に対 してまず第一 に権i利を有 する。

 Sariの 述べ るNamweiの 意図とい うのは,遺 言を禁 じた

土地所有制度 に反 し,法 的効 力はもたない と,法 廷は判断し

図4 事例4の 関係者

た。そ こで,養 出 した子供に実の親か ら土地 を相続 する権利があるか どうかが問題 とな るが,地

券の条項には養子に出された子供 が相続 から排除 される とは記 されて いないので,養 出 して も相

続 の権利を失わないと,法 廷 は判断 した。 この結果,Namweiの 土地は長男のErnestに よって

相続 され,Ernestの 死後, Hcrbertに よって相続された ことが認 められた。

 Sariは この判決を不服 として控訴 した。 Sariは その理由 として,ポ ナペの慣習では 養 出 した

者 には実の父親か ら相続する権利はないのに,判 決はこの慣習を無視 していると述べた。 しか し,

法廷は,ド イツの発行 した地券の条項が慣習法に卓越す るとして,前 の判決を支持 した。

 Sariの 主張にもかかわらず,実 の親が養子 に出した子供に土地を与えることはあ

る。既に述べたように,実 家に相続させる土地が少なければ,実 家に残っている子供

達が優先的に土地を相続すべきであるとの観念があるので,養 出した子供が実家にい

る子供とまった く同じ権利をもつとはいえないが,養 出者が実家の土地に対する権利

を失 うということはないのである[FlscHER l970a:301]。

次に,非 嫡出子が関与 した事例を見てみよう。

事 例5 (民 事 訴 訟311,1968年)[T.T.R. vo1.4:33-38]

 問 題 の土 地 は,元 来Sehpinが 所有 して い た もので あ る。 Sehpinに は嫡 出子 が な か った。 以 前

に も,こ の土 地 の 相続 をめ ぐ って,「 養子 」 達 が争 い,裁 判 に も ち こまれ た 。 そ の 裁 判 で は,

Tikses(非 嫡 出子 だ が,後 に養 取 され た と主 張), Kosmi, Se・nensがSehpinに よ って養 取 され た
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図5 事例5の 関係者

とい うことは立証 されず,養 子であ

る ことを皆が認めたAttaがSehpin

の最年長の息子と見なされて,土 地

の所有権を認め られた。

 この裁判においては,以 前の裁判

に加 わ っていなか ったKasianoが,

死亡 した父を介 して土地の所有権の

相続 を主張 して いる。Kasianoの 主

張す る根拠は,①AttaはSehpinに

養取 されなか った,② 父のSepino

はSehpinの 実の息子であ る,の2

点 で ある。①については,以 前 の判

決を くつがえすに足 る十分な証拠を

提 出で きなかった。②に関 しては,SepinoはSehpinの 非嫡 出子で後 に養子とな ったことが明ら

かになった。

 麩:養 子 とな った非嫡出子 は養子と同 じ身分 と権利を もつと法廷 は考える。Sehpinが 死亡

した1957年1月 に 施行 されていた法律の下では,Sehpinの すべての土地は最年長の養子の男子

が相続する権利を有 していた。AttaはSepinoよ りも年長であ った。 したがって,こ の土地 につ

いて はAttaが 所有権を有する。

 この 事 例 に よ って,養 子 とな った 非 嫡 出子 は法 的 に養子 と見 な され る こ とが 明 らか

にな った 。 そ こで,非 嫡 出子 が父 親 に養 取 さ れな か った場 合 は ど うな るの か が問 題 と

な るが,こ の こ とを扱 った の が 民事 訴 訟No、258(1968年)[T.T.R. vol.3:187-

190]で あ る。 こ こで は,被 相 続 人 の 非 嫡 出子 と被相 続 人 の兄 との 「伯 父 と甥」 の間

で 相 続 の権 利 が争 わ れ た 。非 嫡 出子 は,唯 一 人 の 息子 と して父 の土 地 の 相 続 を主 張 し

た が,父 に よ って息 子 と認 知 されて いな か った。 法 廷 は,ポ ナ ペ の慣 習 で は,非 嫡 出

子 は,養 取 され るか,公 に子 供 と して認 知 さ れ家 族 の 一 員 と して受 け入 れ られ な けれ

ば,子 供 とは見 な され な い と判 断 し,被 相続 人 の実 兄 に土 地 の相 続 を認 めた ので あ る。

 ここまでは,養 子や非嫡出子が関与 している事例を記述 してきた。 この他に,女 性

が娘として土地の相続の権利を主張 して,裁 判 となったものがかなりある。次に示す

のはその代表的な例である。

事 例6 (民 事 訴訟No,7,1954年)[T.T・R・vol.1:199-201]

 土 地 の 所有 者 で あ ったKantalariaの 父 は1931年 に死 亡 した 。あ とに残 ったの は 娘のKantala-

riaだ け で,息 子 や孫 は い な か った 。 IsidroはKantalariaの 父 の一 番 上 の 兄 で あ る。

 1941年 に始 ま った 日本 政 府 の調 査 の 際,土 地 はIsidroの 求 めに よ って 二 つ に 分割 され,北 の部
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分 はIsidroの,南 の部分はKantalariaの 所有 とされた。

 この裁判で問題 とな ってい るのは,Isidroの 所有 とされ

ている北 の土地 である。Kantalariaは 父の死後,北 の土

地 も相続 した ことを主張す る。その根拠は,自 分は地券が

発行された全体 の土地の所有者であ った者 の娘であ り,唯

一の生存 している子供であ るか らとい うものである
。

 判決:ド イッ政庁がポナペに導入 した土地制度 には,娘

が当然の権利 として,父 か ら土地を相続で きるとい う規定

はな く,Kantalariaの 父 の死亡時点まで,こ の点 に関 し

図6事 例6の 関係者

て変更 はなか った。Kantalariaの 父の 死によ って,.土 地(こ の一部分の土地 が今問題 とな って

いる)は 地券の条項に従 って,兄 であるIsidroに 合法的に譲渡 された。 したがって,こ こで 問

題 とな っている土地はIsidroの 所有に帰する。

 土地に対する女性の権利については,法 廷は以下のように判断 している。 ドイッ法

の下では,女 性は土地を相続 したり,所 有することはで きなかった。日本時代の1941

年以後,女 性への土地の譲渡が認められるようにな り,1957年 より,女 性の相続も可

能となった。

 娘が父親からの土地の相続を主張 して争っている訴訟は,す べて1957年 以前に生 じ

た相続に関 してである。娘 としての相続の権利が認められないことは明らかなのだが,

訴訟をおこした女性は,女 性の相続に関する法律の変更を理解せずに,1957年 以前に

も土地の相続は可能であったと誤解 して,権 利を主張 したもの と思われる。

2. 相続 と生前贈与の対立

 次に,以 前の所有権者からの生前贈与による土地の譲渡を主張する者 と法定相続人

が争 った事例を見ることにしよう。

事 例7 (民 事訴 訟No・29,1955年)[T.T.R. vol.1=249-254]

 土 地 の 所有 者 で あ ったAlpertoは,自 分 が死 ぬ まで 世 話 を す る こ とを 条 件 に,1941年 に土 地 を

分 割 して,長 男 のFridorihgと 次 男 のPenansiusに 分 け 与 え た。 こ う した条 件 に基 づ く土地 の分

図7 事例7の 関係者

割であることは日本の官吏 も承知 していた。

 ところが,2人 の息子は,ポ ナペの慣習に

基づ く上記 の義務の履行を著 しく怠 った。彼

らは,病 床 に伏 している父の世話を2年 間 も

Eunpeseunに 任せて,ほ とんど 何 もしなか

った。ナ ンマルキが2人 に,父 の世話を する

よ うに諭 したけれど も,彼 らは依然 として何

もしなか った。 このため,Alpertoは2人 の
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息子 に与えた土地の権利を取 り消 して,世 話を して くれたEunpeseunに 土地を譲渡する ことを

指示 し,こ のことは ナンマルキも承認 した。

 FridorihgとPenansiusが 土地 に対する権利を主張する根拠 は, Alpertoが1941年 に土地を分

割 して2人 に与えた というものである。 これに対 してEunpeseunは, Alpertoか らの 口頭 と文書

による土地 の譲渡を主 張 して いる。

 土地を与えた者の面倒をみるという取 り決 めの下 に土地が譲渡されたにもかかわ らず,土 地の

譲渡を受 けた者が著 しく義務の履行を怠 った場合 には,土 地 の譲渡 は無効 とな り,あ たかも以前

の譲渡 がな されなか ったように,他 の者へ土地 を譲渡する ことがで きると法廷 は判断する。法廷

は,ド イツ政庁が地券を発行 した土地においても,長 男は相続に関 して絶対 の権利 を有す るので

はな く,ナ ンマルキと知事の許可を得て,他 の者へ土地 の権利が譲渡 されることがあるとの立場

を取 る。

 判迭:こ の土地 はEunpeseunの 所有に帰す11)。

 ポナベでは,老 後の面倒を見るとの了解のもとに,父 親が生前に子供達 に土地を譲

渡することがよく行なわれるが,土 地の譲渡を受けた子供が,両 親の老後の世話をす

るのは義務であると考えられている。そして,こ こで示 した事例のように,こ の義務

を怠った場合には,父 親は土地の譲渡を取 り消 して,世 話をして くれた他の者に土地

を与えることが行なわれる。こうした慣行を裁判所 も認めているのだが,し かしなが

ら,そ れは土地の譲渡を受けた子供が著 しく義務を怠 った場合であり,し かも一度行

なわれた土地の譲渡を撤回することを明白に示 した場合に限られるのである。

 事例7は,義 務を怠ったことによって,「 法定相続人」の権利が剥脱された例であ

った。以下に示す2つ の事例は,こ うした義務の不履行 とは関係なしに,法 定相続人

の権利が否定された事例である。

事 例8 (民 事 訴 訟No.12,1952年)[T.T.R. vo1.1:32-35]

 Pernandoは,土 地 を2つ に分 けて,右 側 の土 地 は養

子 のWelcnten・ 左 側 の土 地 はお な じ く養 子 の.Paulgs,

の所 有 とす るよ うに と指 示 し,さ らに 左 側 の 土 地 は

Paulusの た め にWelentenが 保 有 す る との合 意 の も

とに,土 地 全 体 の 名 義 をWelentenと した 。 この 土 地

譲 渡 は1940年 に ナ ンマ ル キ と日本 政府 の承認 を う けた 。

そ の 後,WelentenとPaulusの 間 で土 地 の境 界 の 位

置 につ い て争 い が あ った が,両 者 は合 意 して境 界 が 確 図8 事例8の 関係者

11)Fridorihgは,裁 判記録を見るかぎり,父 による土地の分割 ・譲渡を権利の根拠 としている

 ので,Fridorihgへ の土地 の譲渡は,厳 密 には法定相続 とは言えないかも しれず,こ の裁 判は

 3の 「譲渡の正当性 をめ ぐる対立」に分類 されるべ きか もしれない。 しか し,裁 判所の判 断に

 おいて,長 男の相続 の権利に言及 しているので,こ の裁判 を2の 「相続 と生前贈与の対立」 と

 して扱 うことにする。
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認され,ナ ンマルキと日本政府が これを認めた。

 LiwiはPernandoの 唯一人の子供 と して,全 部 の土地 に対する権利を主張す る。そ して,1940

年のWelen tenへ の土地の譲渡は, Pernandoの 許可な しに,ナ ンマル キの要求で行なわれた と

述べる。WelentenはPernandoの 養子 として,全 部 の土地 に対 して権利を主張する。 Welenten

は,LiwiはPernandoの 実の子供ではな く, Paulusも 養子とな った ことはないと述べ, Paulus

には左側の土地を使用す る権利を認めたことはあるが,後 にこの権利を取 り消 したとい ってい る。

一方
,Paulusは 左側の土地だけに対す る権利を主張 し,右 側の土地 はWelentenの 所有 であるこ

とを認めている。

 ドイツ政庁が地券を発行 した土地 に対 し,土 地所有権者の長男は相続 に関 して絶対的な権利を

有 していた訳で はない。ナンマルキ と知事の許可を受ければ,長 男ではな く,他 の者 に土地 を譲

渡することが可能であ った。Paulusの 土地 の権利を認 めるとい う条件 の 下 で のWelentenへ

の土地の譲渡が,必 要 とされる許可を得て合 法的になされたことが立 証 さ れ た の で,Liwiが

Pernandoの 実 の子供であるか否かはここでは重要で はない。 WelentenはPaulusの 土地の所有

権を認める義務を有する。

 圭り迭;問 題の土地の右側の部分 はWelenten,左 側 はPaulusの 所有 に属す。

事 例9 (民 事 訴 訟No・126,1959年)[T・T・R・voL 2:59-63]

 日本 の南 洋 庁 に よ る 土 地 調 査 の 際,

Ponpeisoは1つ の土地 を息 子 のAlperto

に 与え,も う1つ の土 地 を 二分 して,右

側 の土 地 を 妻 のPilarに,左 側 の 土地 を

甥 のBenidoに 与 え て,そ の よ う に 登 記

され た 。 問 題 とな って い る の は,Pilar

とBenidoに 与 え られ た土 地で あ る。

 Benidoに 土 地 を 与 え た の は,長 年 に

わ た って 彼 がPonpeisoの 面 倒 を 見 た こ

図9 事例9の 関係者

とに対するお礼 としてである。 この土地の分割 は,Alpertoの 反潟はあったが,1941年 に日本政

府 とナ ンマルキの承認を得た。Ponpeisoは1945年,死 の直前に, PilarとBenidoへ の土地の譲

渡を取 り消 して,彼 の唯一人の息子であ るAlpertoに この土地 も与えようと して いた といわれ る。

しか し,紛 争 の生 じた1957年 まで,ナ ンマルキや政府にたい して,PilarとBenidoへ の土地の

譲渡を取 り消 そうとす ることを誰 も行なわなか った 。PilarとBenidoは,1941年 以来 この時ま

でそれぞれの土地 を耕作 してきた。Ponpeisoが 土地の相続に関 して何 の指示や 遺書 も残 さず死

亡 した との申 し出に基づいて,ナ ンマルキは問題の土地 をAlpertoが 相続す ることを1957年 に承

認 した。その際,ナ ンマルキは,以 前 のPilarとBenidoへ の土地 の譲渡 については何 も言及 し

て いない。

 Alpertoは,土 地 の元の所有者の唯一人の子供である こと,1941年 の日本政府 による土地の分

割 ・譲渡の承認に反対 したこと,Ponpeisoが 死の直前に 自分への土地の譲渡を指示 したこと,

土地の相続 が1957年 にナンマル キによって承認 された ことを主張 した。

 ポナペにおいて は,前 妻との間の息子をさ しおいて後妻に土地を与え るということはきわめて

異例な ことで,未 亡人は,死 亡するか再婚するまで,夫 の土地に とどま ることを許され るのが一

般 に行なわれていた慣行である。 また,日 本政府が息子の抗議 にもかかわ らず,Pilarへ の土地
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の譲渡を無条件 に認めたとい うことも考えに くい。ポナペの慣習 と注意深 く実施された日本政府

の土地調査に照 らして,法 廷は,Pilarへ の土地の譲渡は存命中にかぎり認 められ, Pilarの 死後

はAlpertoの 所有 となると判断 した。

 法廷は,土 地を譲渡 した人 を扶養するとい う合意の下になされた土地譲渡は,譲 渡された者が

この合意 に著 しく違反 した場合 には取 り消す ことができるという判断を示 している。 しか し,こ

のような違反は,本 件において は認め られない。

 当法廷 はまた,正 当な理 由を示す ことな く,土 地を譲渡 した者が存命 中に意のままに,か つて

正 当に土地の譲渡を受けた者が何年間も所有 して きた土地の権利を取 りあげるとい うことは,ド

イツ政庁 によ って導入された 土地私有制度に 反するもの と考える。 したが って,問 題の土地 の

Benidoへ の贈与と,残 りの土地に対す るPilarの 存命中の権利は,依 然 として有効であると判

断する。

 塾迭:右 側 の土地は,Pilarの 存命 中はPilarの 所有に属 し, Pilarの 死後ぽAlpertoの 所有 と

なる。左側の土地はBenidoの 所有 に属す。

 この3つ の事例において明白に示されていることは,ナ ンマルキと知事の許可を受

けた法定相続人以外の者への土地の譲渡は,法 定相続人の土地に対する権利に卓越す

るということである。すなわち,土 地の贈与について記した地券の第4条 が,親 族の

相続順位を規定 した第2条 よりも卓越するということである。地券の条項では,遺 言

によって法定相続人以外の者へ土地を相続させることは認められていなかった。けれ

ども,こ のことは,「生前贈与」を行なうことによって可能となったのである。

 贈与が法定相続をこえて有効となるためには,ナ ンマルキと知事の承認が不可欠で

ある。民事訴訟No.18(1952年)は,長 男と五男が父親が所有 していた土地に対する

権利を主張して争った裁判であるが,長 男は最年長の息子としての相続を,五 男は父

親の口頭による譲渡の指示を主張の根拠としている。 しか し,父 親の口頭の指示だけ

では土地の譲渡は有効とはならず,長 男の相続による所有権が認められたのである

[T.T.R. VOI.1:21-25]。

 ナンマルキと知事の承認の下に土地の贈与が認められたことは,法 定相続人以外の

者への土地の譲渡を可能にした。 と同時に,贈 与がナンマルキと知事の承認を必要 と

したことは,被相続人の独断による土地の譲渡を抑制し,法定相続人やその他の者の土

地に対する権利を擁護する役割をも果たしたのである。 上に述べた民事訴訟No.18

では,長 男は相続 した土地を他の者に売却 している。五男は,土 地の売却はナンマル

キと知事の承諾は得ているが,家 族の者に相談なく行なわれたので,そ れは無効だと

も主張 した。これに対 して裁判所は,家 族の者の土地の売却に対する態度は,ナ ンマ

ルキや知事が売却の承諾を与える時に考慮されるべき事柄であるとして,こ の主張を

しりぞけている正T.T.R. vo1.1:21]。 すなわち,ナ ンマルキと知事が土地の譲渡を
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認 め た際 には,そ の譲 渡 が 土 地 に関係 を もつ 他 の 人 々に と って も適 切 な もので あ る と,

ナ ンマル キ と知 事 が判 断 した とさ れ て い るわ けで あ る。

 3. 土 地 贈 与 の 正 当 性 を あ ぐ る 対 立

 以 下 で 示 す事 例 は,双 方 が土 地所 有 権 者 か らの譲 渡 を主 張 して 対 立 して い る もの で

あ る。

事例10 (民事訴訟No.456,1972年)[T.T.R. vol.6:100-106]

 1931年 にJonathanは 所有する土地を二分 して,2人

の息子,兄 のIhlonと 弟のTimothyに 与えた。 この土

地の分割については書類が作成 され,そ こには総村長12)

で もあ った ナンマルキの署 名がある。

 Timothyは,1933年 に作成 された, Jonathanが すべ

ての土地をTimothyに 譲渡す る旨を記 した書 類を もと

に,全 部の土地 に対する権利を主張す る。 しか し,こ の

書類には日本人の警官と思われる者 の印があるが,ナ ン

マルキが承認 した ということは示 さ れ て い な い。孫 の

Jonathanは,1931年 の書類で父のIhlonに 与えられた

半分 の土地に対する権利を主張す る。

 法廷 は,1931年 に作成 された書類 は正 当であると判断

する(政 府の承認が問題 となるが,総 村長は日本政府 の

図10 事例10の 関係者

役割を代行 したと見ることができる し,日 本政府やアメ リカ政府が この土地譲渡に異論を唱 えて

いないことからも,こ の譲渡に一時 的に 同意 していると見なすことが で きる)。 これに対 して

1933年 の書類 は,ナ ンマルキによ る同意を得ていないので効力がない。 そ して,Ihlonが 父 に対

する義務を怠 った事実 も な い。 このため,元 の所有者のJonathanは 一度合法 的にIhlonと

Timothyに 分割 ・譲渡 した土地を,そ の後再びT五mothyだ けに譲渡することはできない。

 判迭:土 地 は1931年 に2つ に分割 されたとお り,1つ はTimothyが,も う1つ は孫のJonatllan

が所有する。

 このように,同 一の土地にたいして双方が土地の所有者からの贈与を主張 して対立

した場合には,ど ちらの譲渡が法的に有効であるかが争われることになる。そして,

一度合法的に譲渡がなされた場合は
,既 に述べた長男の相続の権利が剥奪された場合

(事例7)と 同様,被 譲渡者が譲渡の際の条件に著 しく違反 し,か つ譲渡の取り消し

がはっきりと示されている場合に限 り,新 たな譲渡を行なうことができるのである。

 次の事例は,双 方が土地の贈与を主張するが,ど ちらもナンマルキと知事の承認を

得ていなかった場合である。

12)日 本時代,5つ の村(首 長国)に 島民村吏 として総村長 と村 長が1名 ずつ 置かれた。原則 と

 して,ナ ンマルキが総村長 に,ナ ーニケンが村長に任命 された。
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事 例" (民 事 訴 訟No.6,1951年)[T.T.R. vol.1:7-10]

 Eukenioは,1936年 頃にDiekoの 母 が

死亡 した時,彼 女 の連れ子のDiekoを 長

男 として扱い,彼 に土地 を譲 渡すると口

頭で約束 した。 この取 り決 めは ナンマル

キ と日本政府の 許 可 を 得 て い な い が,

DiekoはEukenioの 家で育ち, Eukenio

を手伝 った。Eukenioは 自分の死後,問 題

の土地 がDieko以 外 の者に相続 されるべ

きとの 合法 的な 指示を 与えたことはない。
図11事 例11の 関係者

 PretrickはEukenioか ら生前贈与を受けたと して土地 の権利を主張 しているが,こ れ もナ ンマ

ルキ,日 本政府の承認を得て いない。Diekoは,土 地 の一部については, Eukenioか らPretrick

への贈与を認めて いる。 しか し,Pretrickは 全部の土地 が自分に贈与 された と主 張す る。

 DiekoもPretrickも 必要な承認を得ていないので,法 的には土地 の権利を有する者 は存在 しな

い ことにな る。現在の アメ リカ統治下 において,誰 が,地 券の条項の 「知事」の役 割を遂行す る

のか,は はっきり決 っていない。それが決定するまでは,土 地の所有権は権利 の主張の有効性 に

基づ いて決定され,そ の有効性は当事者間での合意や,土 地の以前の所有者や現在土地の権利を

主張す る者の行為 によ って決定 される。EukenioとDiekoは, Diekoが 母の死後 も家族の 一員

として住み続 けれ ばDiekoに 土地を譲渡す ることに合意 し, Eukenioは その合意 によ って利益

を得 た。 したが って,Dickoの 許可な く,あ るいは法の条項に準ずることな く, Eukenioが この

取 り決めを破棄す る行動をとることはできない。

 判決:Diekoが 認 める土地はPretrickの もので あり,残 りはDiekoの ものであ る。

 このように,双 方が贈与による土地の譲渡を主張 しながら,ど ちらも土地に対 して

合法的な権利をもたない場合には,ど ちらの権利が有効かということは,状 況から判

断されることになるのである。

 これまで述べてきた土地の所有権をめぐる紛争を要約すると以下のようになる。

 1の 「法定相続人の正当性をめぐる対立」では,実 子と比べて親族の地位が明確で

ない養子 ・非嫡出子 と,被 相続人の娘が訴訟をおこしている。地券に記 された相続順

位の条項にもかかわらず,裁 判所は,ポ ナペの慣行と日本の南洋庁の政策に基づいて,

養子の土地に対する権利は被相続人の兄弟より優先するとの判断を示 している。

 2の 「相続 と生前贈与の対立」に関 しては,裁 判所は,ナ ンマルキと知事の承認を

得て土地の譲渡を受けた者の権利は,法 定相続人の権利に卓越すると判断している。

すなわち,地 券の第4条 は第2条 にまさるということである。

 3の 「土地贈与の正当性をめぐる対立」では,ナ ンマルキと知事の承認が要件 とな

り,双 方 とも承認がない場合は,状 況か ら主張の有効性が判断される。
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 また,裁 判記録を見ると,か つて問題を生ずることなく行なわれたと思われる相続

に関して,訴 えを起こしたケースが多い。すなわち,こ れまで土地の権利を主張 して

いなかった者が権利を主張したり,以 前土地の分割に合意した者が全部の土地に対す

る権利を要求 したりしているのである。事例3や5な どは前者の例であり,事 例1,6,

8な どは後者の例である。こうした訴えはすべて却下されている。

 土地の所有権をめぐる裁判の事例を分析 して明らかになった ことは,父 系親族への

相続順位が地券で明確に規定されているにもかかわらず,法 定相続人以外の者への土

地の譲渡がしばしば行なわれ,そ れは裁判所によっても認められることがあるという

ことである。具体的には,相 続において,被 相続人の兄弟よりも養子に権利を認めた

ことと,法 定相続よりも合法的になされた生前贈与に権利を認 めたことである。

V.お わ り に

 理念的にはナンマルキが土地を所有 し,実 質的には母系による土地相続の慣行をも

っていたポナペ島に,ド ィッ政庁は土地私有制 と父系の原理に基づ く相続法を導入 し

た。慣習とドィッの土地法とは根本的に異なるものであり,大 きな摩擦が生ずるもの

と予測された。 しか しながら,実 際にはそれほどの混乱も起 こらなかった。

 その理由は大 きくいって2つ ある。

 第1は,ポ ナペは母系制社会であったが,交 叉イ トコ婚によって双系的な要素 も内

包されていたこと,そ して,さ らに初期の西洋 との接触の過程において,ド イツ政庁

が意図した父系的な相続を受け入れる基盤ができつつあったということである。

 第2に,上 で述べたこととは逆のことになるが,土 地の分割,養 取,さ らには土地

の生前贈与などの方法によって,地 券で規定された父系相続以外の土地の譲渡も行な

われた。 こうした相続に対して,日 本の南洋庁が島民の慣行を尊重 し,土 地の分割や

養子の土地の相続を認め,ア メリカ統治下の裁判所も,法 律で定められた相続順位よ

りも養子の相続や土地の 「贈与」を優越させることで,法 定相続以外の土地の譲渡も

合法とし,法 的にもそれを支持 したのである。

 ドイツ政庁は土地の相続形態の急激な変更を求めたけれども,ポ ナペ島民も,日 本

とアメリカの統治政府も,共 に,母 系から父系を強調する双系への漸次的な変化を推

し進あてきたということができる。

227



国立民族学博物館研究報告 別冊6号

引 用 文 献

FISCHER, John L. 
   1958 Contemporary Ponape Island Land Tenure. In J. E. de Young  (ed.), Land Tenure 

        Patterns in the  Trust Territory of the Pacific Islands, Guam: Office of the Staff Anthropolo-

        gist, Trust Territory of the Pacific Islands, pp. 70-160. 
   1970a Adoption on Ponape. In V. Carroll (ed.), Adoption in Eastern Oceania, Honolulu: 

         University Press of Hawaii, pp.  292-313. 
   1970b The Eastern Carolines. New Haven: HRAF Press. 

KELLY, Raymond C. 
   1968 Demographic Pressure and Descent Group Structure in the New Guinea Highlands. 

        Oceania 39  (1): 36-63.
中山和芳

  1974 「社会関係のIdiomと してのKinship一 ニューギニア高地 の事例」 『民族学研究』

     39(1);46-810

  1985「 ポナベ島におけるキ リス ト教の受容をめ ぐる社会変化」『国立民族学博物館研究報告』

     9(4):851-9140

  1988 「Factionと反乱一 スペイン統治下におけるポナペ島」 須藤健一他編 『社会人類学

     の可能性1  歴史のなかの社会』 弘文堂,PP.114-136。

奥野彦六郎

  1939 「慣習報告書一 一ポナペ島ニオケル土地所有主体 二対スル観念乃至 ハ慣習ノ推移二 関

     スル参考資料 トソノ概説」(謄写 印刷)。
PETERSEN, Glenn 

   1982 Ponapean Matriliny: Production, Exchange, and the Ties that Bind. American 
        Ethnologist 9: 129-144. 

   1984 Ponape's Body Politics: Island and Nation.  Pacific Studies 8: 112-136. 
Reports of the Trust Territory of the Pacific Islands (T.T.R.) 

           vols. 1-6.

櫛 健一
  1944 「南洋群島原住民の土地制度」『民族学研究所紀要』1:169-350。

上原轍三郎

  1940 『植民地 として観たる南洋群島の研究』 南洋文化協会。

矢内原忠雄

  1935 『南洋群島の研究』 岩波書店。

228


